
（注）本資料は、政府広報オンラインにおける事業者のマイナンバー制度対応ページを経済産業省において関係URLを付記の上、PDF化したものです。 

http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/corp/ （平成27年3月現在）
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法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されています。

社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人などに対してマイナンバーの提供を
求めることができます。

法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。
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社会保障及び税に関する手続書類の作成事務の全部⼜は⼀部の委託をする者は、委託先において、法律に基づき委託者
⾃らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければなりません。

社会保障及び税に関する手続書類の作成事務の全部⼜は⼀部の委託を受けた者は、委託者の許諾を得た場合に限り、再
委託をすることができます。再々委託の場合も同様です。

4



事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失⼜は毀損の防止その他の適切な管理のために、必要かつ適
切な安全管理措置を講じなければなりません。また、従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりませ
ん。
中小規模事業者に対する特例を設けることにより、実務への影響に配慮しています。

法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を保管してはなりません。

法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を収集⼜は保管することはできないため、社会保障及び税に関す
る手続書類の作成事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した場合
には、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄⼜は削除しなければなりません。
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特定個人情報保護委員会ウェブサイト http://www.ppc.go.jp/legal/policy/

国税庁長官は、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に対して1
法人1つの法人番号を指定します。
※法人の支店・事業所等や個人事業者の方には指定されません。

平成27年10月から法人の皆さまに法人番号などを記載した通知書の送付を開始する予定です。
※番号の通知は、登記上の所在地へ行われますので、所在地情報の変更手続を行っていない場合、変更前の所在地に通知されてしまいますのでご注意ください。

法人番号は、名称・所在地と共にインターネット上で公表され、データダウンロードも可能です。

国税庁ウェブサイト https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/
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